
708　（708一一716） 小児保健研究

vNA．tN．tvvN．rvx－tvvv’vvv’v

　報　　　　告

養護教諭が行う慢性疾患をもつ児童生徒への

支援と連携に関する現状と課題

～B市における養護教諭対象の調査から～

田村　恭子1），伊豆　麻子2），金泉志保美3）

牧野　孝俊3），下山　京子4），佐光　恵子3）

〔論文要旨〕

　慢性疾患をもつ児童生徒の現状，および養護教諭の行う支援と連携の現状と課題を明らかにすること

を目的に，B市内の全養護教諭104名を対象に自記式質問紙調査を行った。結果，53名の回答を得た（回

収率51．0％）。9割の養護教諭がt配慮：を要する慢性疾患をもつ児童生徒が在籍していると回答し，多

様な健康ニーズを．もつ児童生徒が在籍していた。養護教諭の4割が病状把握や情報収集を保護者を介し

て行っており，医療機関と直接的な情報交換が困難な状況が明らかになった。また，個別の支援計画や

保健室の環境整備等は十分ではなかった。養護教諭は多様な健康ニーズをもつ児童生徒に対して，校内

外の連携におけるキーパーソンとして機能する必要性が示唆された。
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1．はじめに

　わが国の児童憲章には，「児童は人として尊

重され」，「社会の一員として重んぜられる」，

「良い環境の中で育てられる」といった児童観

が掲げられている1）。どの子どもも，健やかに

適切な環境の下で育っていくことが保障される

べきであるが，病気を持つ子どもたちは病状や

治療などのためにさまざまな制約があり，発達

や生活の質に関わる環境がまだ十分とは言えな

い現状にある2）。医療の進歩やノーマライゼー

ションの推進から，長期の経過をたどる慢性疾

患もQOLの向上のために在宅で療養すること

が多くなった。厚生労働省の資料では，小児慢

性特定疾患の学齢児の85．5％が小・中学校の通

常の学級で学んでいることが明らかにされてい

る3）。しかし，通常の学級においては病気や障

害を持つ児童生徒への教育に関する知識や経験

を持つ教員が少なく，研修も十分とは言えない。

また，施設や教材面など整備が不十分である現

状が指摘されている4）。児童生徒のQOLを高

め，一人ひとりが適切な支援，教育を受けられ

るように学校教育における支援体制を整備して

いく必要がある。また，医療・地域保健との連

携においても，複雑化する児童生徒の健康問題

に対処するために養護教諭への期待も高まって
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きている5）。しかし，複数配置校を除いては校

内において一人で勤務することが多い養護教諭

にとって，教職員や他職種との連携を行うこと

の困難さは以前から指摘されているところであ

る6～8）。

　そこで本研究では，普通学級における慢性疾

患を持つ児童生徒の現状，および養護教諭が

行っている支援と連携の課題を明らかにするこ

とである。

1．対象および方法

1．対　象

　北陸地方の主要都市に位置するA県B市内に

勤務する全養護教諭104名を対象に平成20年2

月に，自記式質問紙調査を実施した。

2．調査項目

　先行研究を参考に，慢性疾患を持つ児童生徒

の実態と養護教諭の支援：と連携に関する内容，

養護教諭の属性等によって構成した。具体的な

項目は次のとおりである。

1）養護教諭が配慮を必要とする慢性疾患をも

　つ児童生徒の在籍の有無とその内容。

2）養護教諭の具体的な支援：内容。

3）養護教諭が感じている困難感等。

3．分析方法

集計および統計処理はMicrosoft　Excel　2007

を用い，自由記述の分析には質的分析法を用い

た。

4．用語の説明

1）連携を「多様な分野の個人や組織が，同じ

　目的に向かって，異なる立場でそれぞれの役

　割を果たしつつ，互いに連絡を取り，協力し

　合って物事を行うこと」とした。

2）慢性疾患を持つ児童生徒を「養護教諭が配

　慮を必要とする長期間の経過をたどる慢性疾

　患をもつ児童生徒」とし，本調査では精神疾

　患等は除いた。

5．倫理的配慮

　調査にあたりs養護教諭および学校長あてに

本研究の趣旨や方法・データ管理方法等につい
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て，書面と口頭で説明を行った。また，個人が

特定されないようデータ管理には万全を期し

た。回答者の返信をもって本調査への同意とみ

なした。

m．結 果

1．回収状況

　53名から回答を得た（回収率は51．0％）。回

答者53名の基本的属性は表1のとおりで，年齢

では50～60歳代が最：も多く，教職経験年数は，

21年以上が最も多かった。

2．通常学級における慢性疾患をもつ児童生徒の現状

　配慮を必要とする児童生徒が「在籍していた」

と回答した養護教諭は47人（88．7％）であった

（表2）。慢性疾患を持つ児童生徒数は延べ777

人に及び，疾病別にみると，喘息（32．6％）が

最も多く，次いでアトピー性皮膚炎（27。7％），

食物アレルギー（12．7％），心疾患（12．7％）等

であった（表3）。次に養護教諭が学校生活面

表1　回答者の基本属性

項　　　目 カテゴリー　　　人数　　　割合（％）

年齢

20代

30代

40代

50～60代

9
白
5
1
　
D

　
　
2
9
自

8
4
だ
0
2

つ
9
Q
ゾ
9
7
●

　
　
り
0
4

　　　　　　5年未満
　　　　　　5～10年教職経験年数
　　　　　　11～20年
　　　　　　21年以上

9
σ
1
0
ヲ
0

　
　
　
4

7
Q
ヴ
0
4

5
ー
ワ
5
【
ひ

　
　
ー
ワ
σ

　　　　　　幼稚園
　　　　　　小学校現在の勤務校
　　　　　　中学校
　　　　　　高等学校

1
7
」
爽
U
Q
4

　
9
々
－

1．9

50．9

30．2

17．0

児童生徒数

200人未満

200～399人

400～599人

600人以上

7
1
◎
り
瓜
U

2
1

50．9

20．8

17．0

11．3

十昌一

ﾊ 53 100．0

表2　養護教諭が配慮を必要とする慢性疾患を持つ

　　児童生徒の在籍の有無

項　　　目 人 割合（％）

在籍していた

在籍していない

無回答

7
4
ワ
臼

4
7
に
」
8

Q
O
7
り
0

8

十妻ロ 53 100．O
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表3　慢性疾患を持つ児童生徒数（疾患別）

　　　　　　　　　　　　　　　　延べ人数

項目 入 割合（％）

心疾患

腎疾患

血液疾患

喘息

アトピー性皮膚炎

食物アレルギー

痙攣性疾患

代謝性疾患

その他

99

33

6

253

215

99

53

　7
12

7
2
8
6
7
7
8
9
5

12

S
0
二
三
1
2
6
0
1

100．Q

3．病状把握と情報収集方法について

　養護教諭が児童生徒の病状把握や情報を入手

する相手は，保護者が最も多く39．3％，次いで

担任が27．9％，本人から直接が17．2％，主治医

が1．6％であった（表5）。

計 777

において，配慮している事項（複数回答）は

表4のとおりであった。

①運動・生活制限が必要な児童生徒は46人で，

　慢性疾患を持つ児童生徒全体の5．9％を占め

　ていた。疾患別では，心疾患23人（50．0％）

　が最も多かった。

②食事制限が必要な児童生徒は104人で，全体

　の13．4％を占めていた。食物アレルギーが最

　も多く，83人（79．8％）であった。

③服薬の必要な児童生徒は131人で，全体の

　16．9％を占め，そのうち喘息が86人（65．6％）

　で最も多かった。

④医療的ケアの必要な児童生徒は16人で，全

　体の2．7％を占めた。喘息アトピー性皮膚

　炎が多かった。

⑤その他配慮の必要な内容として，血液疾

　患において「大きな行事に疲れていないか

　チェックする」，「カツラ着用時のトラブルに

　対応」やアトピー性皮膚炎において「清掃時

　の配慮」，食物アレルギーにおいて「他の児

　童と給食を別にする」等があげられていた。

4．養護教諭が行った支援について

　養護教諭が行った，慢性疾患を持つ児童生徒

の支援では，体調管理に関する内容が43．6％と

最も多く，次いで生活・学習面に関する内容

19．7％，家族の支援：が18．5％，心理面への支援

が183％であった（表6－1～6－4）。

①体調管理に関する内容では，「緊急時の対応」

　（25．3％）が最も多く，次いで「日常の健康

　観察」（21．0％），「担任からの相談にのる」

　（11．8％）であった。

②心理面に関する内容では，「友だちの病状の

　理解について協力を得るなど，周りのサポー

　ト体制を整える」（34．6％）と最も多く，次

　いで「本人の疾患への悩み（痛みや治療に対

　する不安など）について話を聞く」（32．1％），

　「運動・生活制限に対する気持ちについて相

　談など行う」（25．6％）であった。

③生活・学習面に関する内容では．「行事や体

表5　情報収集の入手相手

項 目 人数 割合（％）

保護者

担任

主治医

本人

情報なし

その他

無回答

48

ｮ
2
2
1
0
1
7
0

り
O
Q
ゾ
盈
U
9
々
O
Q
げ
O

Q
ゾ
ワ
9
1
7
8
0
3
0

り
0
ワ
臼
　

1
　
1

計 122 100．0

表4　養護教諭が学校生活において配慮を必要とした項目　（複数回答）延べ人数（％）

疾患名 運動・生活制限 食事制限 服薬 医療的ケア

心疾患 23（50．0） 1（1。0） 4（3．1） 1（4。8）

腎疾患 6（13．0） 2（1．9） 2（1．5） 2（9．5）

血液疾患 1（2．2） 1（1．0） 0（0．0） 0（0．0）

喘息 1（2．2） 3（2．9） 86（65．6） 5（23．8）

アトピー性皮膚炎 1（2．2） 1（1．0） 4（3．1） 5（23。8）

食物アレルギー 0（0．0） 83（79．8） 2（1．5） 1（4．8）

痙攣性疾患 1（2．2） 1（1．0） 28（21．4） 1（4．8）

代謝性疾患 0（0，0） 0（0．0） 3（2．3） 1（4．8）

その他 6（13．0） 2（1．9） 2（1．5） 0（0．0）

計 39（100．0） 94（100，0） 131（100．0） 16（100．0）
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表6－1　養護教諭の支i援《主に体調管理に関する

　　　こと》

項目 人　割合（％）

緊急時の対応

日常の健康観察

教育活動の調整に関わる

担任からの相談にのる

処置の場の提供

本人への保健指導

本人からの相談にのる

医療的ケアや処置の実施・介助

その他

心に重点はおいていない

無回答

3
0
2
8
1
7
1
7
5
0
5

5
1
0
1
9
9
9
2
0
0
0

2
9
臼
1
1

7
9
9
2
7
8
7
5
1
0
1

4
3
1
4
9
勾
－
⊥
1
1
⊥

計 186　100．0

表6－2　養護教諭の支援《主に心理面に関すること》

項目 人　割合（％）

本人の疾患への悩み（痛みや治療に対す

る不安など）について話を聞く

運動・生活制限に対する気持ちについて

相談など行う

友だちの病状の理解について協力を得る

など，周りのサポート体制を整える

その他

特に重点はおいていない

無回答

25　32．1

20　25．6

ρ
0
　

0
0
ρ
0
8

鍛
1
2
3

27

ー
ワ
μ
り
δ

十一一

齒
ﾑ

78　100．0

　育など，学習の内容について担任と相談を行

　う」（47．6％）が最も多く，次いで「担任に

　資料や情報を提供する」（33．3％）であった。

④家族の支援に関する内容では，「保護者に学

　校生活について情報提供を行う」（40．5％）

　が最も多く，次いで「保護者の心理的サポー

　トとして，相談や話を聞く」（36．7％）であっ

　た。

5．個別の支援計画の作成について

　児童生徒の個別の支援計画を作成している養

護教諭は，7人（13．2％）にすぎなかった。

6．教職員間の体制について（表7）

　教職員間の共通理解を図るための公式な話

し合いの場が「ある」と答えた養護教諭は22

人（4L5％）であった。また，学校で疾病の理

解や指導方法のための研修は，「ない」が38人

（71．7％）であった。さらに，ケア等の支援の

ための保健室環境の整備が「整えられている」

と回答した養護教諭はユ割以下であった。
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表6－3　養護教諭の支援《主に生活・学習面に関

　　　すること》

項 目 人　割合（％）

行事や体育など，学習の内容について担

任と相談を行う

治療による学習の遅れについて補助学習

を準備する

担任に資料や情報を提供する

教室など，学習しやすい環境整備を行う

その他

特に重点はおいていない

無回答

40　47．6

2L1

ハ
δ
－
乙
ハ
0
ρ
0
ρ
0

子
羽
3
3
3
，

3

0
0
6
3
つ
9
り
0

2

計 84　100．0

表6－4　養護教諭の支援《主に家族の支援に関す

　　　ること》

項 目 人　割合（％）

保護者に対し学校生活について情報提供

を行う

保護者の心理的サポートとして相談や話

を聞く

疾病の治療や処置についての情報提供を

行う

その他

特に重点はおいていない

無回答

32　40．5

29　36．7

9
り

31

P
O
n
6
「
0

9
自
り
0
9
白

11

2
3
ワ
御

亭 79　100．0

表7　教職員間の共通理解を図るための公式な話し

　　合いの場

項目 人　割合（％）

公式な話し合いの場がある

公式な話し合いの場はないが，適宜情報

の共有など行っている

なし

無回答

22　41．5

26　49．1

3　5，7
2　3．8

計 53　100．O

7．養護教諭が連携について感じている困難感にっ

　いて（表8）

　困難感に関する記述は25件であった。記述内

容を整理すると表8のとおりである。

①担任・教職員に関する記述は【児童生徒に

　対する教育活動に関する問題L　【教職員の認

　識不足】，【養護教諭へ必要な情報が入ってこ

　ない】，【校内の多忙による問題】に整理でき

　た。また「保護者からの連絡事項を養護教諭

　まで伝えてくれないことがある」，「共通理解

　を図る等の時問が取りにくい」の記述が見ら

　れた。

②保護者に対する困難感の記述は【保護者の
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表8　養護教諭が連携について感じている困難感

連携の相手
　　　　一
｢難を感じていること

　　　　　　　　　一
L述内容

児童生徒に対する教育活動に関する問題 学問（授業時間）の確保

教職員の認識不足
生活制限があるのに，運動している生徒がいる。このことに教職員が

yく考えている。

担任
ｳ職員

　　　一ﾛ護者からの連絡事項を養護教諭まで伝えてくれないことがある。
養護教諭へ必要な情報が入ってこない

家庭からの情報を保健室へ流さないことがある。

共通理解を図る等の時間が取りにくい。
校内の多忙による問題

行事などの忙しさの中で，その子の存在を忘れる。

過保護になりがちになり，運動制限を過剰に行いたいとすること。

保護者に関心がなく受診がなかったりすること。
．保護者の病気に対する意識が低い

学校生活管理指導票を持っているのになかなか受診してもらえない。

保護者の健康意識が低い。

保護者

疾患に対する理解や必要な対応等について，どこまでされているか把
ｬしにくい。　　　一

家庭からの情報が入ってこない 連絡を頻繁にくれる親とそうでない親がいる。

仕事の内容が不規則なため子どもの状況がわかりにくいときがある。

面談する機会をもてない，受診等，思うように取り組んでもらえない。

学校の体制と保護者の要望とのずれ 学校への要望で受け入れ困難なものがある。

児童生徒に対する教育活動に関する問題 学問（授業時間）の確保。

面談の日程調整・費用の件。

主治医が遠くにいるため，直接話を聞くことが難しい。

高校生の身体的な慢性疾患では，ある程度自己管理できるため，医療

@関との連携はあまりない。主治医と連携を密にとりたいと思うこと

ｪあるが，主治医とうまくコミュニケーションがとれずに困った。

学校から直接医師と連絡をとるのは難しい場合がある。

医療機関

蜴｡医

直接主治医と話すことが難しい，

@会がない 直接話を聞く機会が少ない。

保護者の許可なく主治医と関わりを持つことが難しく，情報を得るこ

ﾆが難しいことがある。

直接情報を得ることはほとんどない。

医療機関が遠方で直接指導を受けることが困難である。また，個人情

ﾉ関係する事項であるため電話等はお願いできない。

主治医の医療的ケアに関する要望に応え

轤黷ﾈい

緊急時の対応で主治医の要求に添えない場面があり，対応に＝苦慮した。

i1型糖尿病）

　病気に対する意識が低い】，【家庭からの情報

　が入ってこないL　【学校の体制と保護者の要

　望とのずれ】，【児童生徒に対する教育活動に

　関する問題】に整理できた。「保護者に関心

　がなく受診がなかったりすること」，「疾患に

　対する理解や必要な対応等について，どこま

　でされているか把握しにくい」，「学校への要

　望で受け入れ困難なものがある」等の記述が

　見られた。

③医療機関，主治医に対する困難感の記述は

【直接主治医と話すことが難iしい】（8件），【主

治医の医療的ケアに関する要望に応えられな

い】に整理できた。「保護者の許可なく主治

医と関わりを持つこ．とが難しくs．情報を得る

ことができない」，、「緊急時の対応で主治医の

要求に添えない場面があり，対応に苦慮した」

等の記述が見られた。
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】V．考 察

1．慢性疾患を持つ児童生徒の実態について

　A県B市における養護教諭を対象とした本調

査において，養護教諭の9割が配慮を必要とす

る慢性疾患を持つ児童生徒が在籍していたと回

答した。その児童生徒数は延べ777人であり，

養護教諭一人あたり平均16．5人を担当すること

になる。養護教諭が配慮を必要とする児童生徒

が実際数多く在籍していることが明らかに

なった。疾病別にみるとアレルギー性疾患が多

く見られた。平成16年の国民生活基礎調査9）に

よると，病気やけがで病院や診療所等に通って

いる者の通院二三は，5～14歳でアレルギー性

鼻炎，喘息，アトピー性皮膚炎などアレルギー

性疾患が高率である。また，喘息・アレルギー

性疾患をもつ児童生徒は，小中学校には5，7％

～6．5％程度いるとされ10），全学齢児童生徒数

約1，092万人のうち，少なくとも62万人以上の

者が喘息の疾患を持っていることになるとも推

測されている。全国的に見てもアレルギー性疾

患に罹患している児童生徒が多く，B市におい

ても同様の傾向であった。アレルギー性疾患は，

アレルゲンへの対応やアレルギーの症状から運

動や衣服，食事など学校生活においても配慮が

必要となるII）。本調査では，食事制限が必要な

児童生徒のうち，食物アレルギーが8割近くで

あり，服薬の必要な児童生徒のうち，喘息が6

割以上を占めていた。また，配慮の必要な事項

として，アトピー性皮膚炎において「清掃時ほ

こりがひどくなるためにほこりの多いところへ

は行かない」，「水泳時に悪化するので塗り薬を

適宜塗っていた」などの記述も見られた。これ

らのことから，日常的に養護教諭が慢性疾患を

持つ児童生徒に関わる必要性があることが明ら

かになった。

　一方，養護教諭が行った学校生活における配

慮では，アレルギー心疾患以外にも多様な疾患

が見られ，心疾患では約5割，腎疾患では約1

割の児童生徒に対して生活・運動制限の必要性

がみられた。先天性心疾患の子どもの多くは運

動制限の必要もなく普通学級に通学している

が，行事や運動の制限をしなくてはいけない場

合に他の友人と同じ行動がとれずに悩みを持つ
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ことも少なくない，との指摘もある12）。将来，

保護者からの自立や卒業後の社会参加を見据え

た際に，慢性疾患を持つ児童生徒は自己管理能

力を獲得しておくことが重要であると考える

が，院内学級において自己管理支援：は，「自立

活動の時間」を中心に行われているものの，地

域の学校，普通学級等においては十分とは言え

ないとの指摘もあり，教育活動の調整や周りの

児童生徒への配慮が必要となる。

　平成20年の学校保健法の改正において，養護

教諭その他の職員は，健康上の問題があると認

められる児童生徒等に対する指導や保護者に対

する助言を行うものとし，必要に応じ地域の医

療機関その他の関係機関との連携を図るよう努

める，と記している。また，先の平成19年の特

別支援：教育制度の創設によって，通常学校に在

籍している慢性疾患や障害のある児童生徒の教

育についても指導助言できるセンター的機能を

持つようになった。加藤13）は，通常学級に在籍

する慢性疾患を持つ児童生徒に対し，特別支援

学校と同様のサービスを受けられるように配慮

し，学校保健：と病弱教育の両者をいかに連携，

機能させるかにかかっているとしている，と提

言しているが，今後養護教諭がキーパーソン

となって，校内外の関係者が協力し児童生徒の

教育の充実，社会参加の促進を図る必要がある

と考える。さらに，医療的ケアの必要な児童生

徒の増加に伴い法の整備などが行われ，看護師

の配置や通常学級にも在籍できるようになって

きている現在，医療的ケァのとらえ方が単に健

康管理ではなく自立に向けた教育活動の一環と

して認められてきている14）。

　本調査では，重度の医療的ケアの実態は把握

できなかったが，特別支援教育の広がりから，

通常の学級においても今後医療的ケアの必要な

児童生徒が増えていくものと予想される。しか

し，学校における服薬や特別な処置について，

養護教諭や担任の困難が先行研究でも指摘され

ておりユ5），より良い支援体制を今後早急に整備

していく必要がある。

2．養護教諭の支援について

　養護教諭は児童生徒の病状把握を「保護者」

から得ることが最も多く，次いで「担任」，「本
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人」で，「主治医」が少なかった。田中16）らの

調査によると，慢性疾患を持つ児童の病状把握

のために，多くの養護教諭が病院主治医とのコ

ンタクトを希望していた。しかし，本調査でも

同様であるが，現状では養護教諭が主治医に直

接コンタクトなどをとることがあまりできない

状況にあった。吉川工7）らの調査では，医療機関

との連携上の問題点として，プライバシーの問

題や養護教諭の医療機関とのコンタクトについ

ての戸惑いなどがあげられていた。また，病院

と家庭，家庭と学校の連絡はあるが学校・病院

間の連絡がなく，家庭をつなぎ手にした連携が

多く見られることを明らかにし18），3者のつな

ぎ手となる保護者が病気に対し関心が低く認識

不足である場合，学校に必要な情報が伝達され

ない状況を指摘している。

　本調査では養護教諭が保健調査票や前任校か

らの記録・申し送りなどからも情報を得ている

ことが明らかになった。子どもたちが過去にど

のような状況であったか，既往などを知ること

も体調管理などに役立つと考えられるため，記

録の内容やその活用方法などについても今後考

慮していく必要があると考える。

　養護教諭の行った具体的な支援については，

体調管理に関する事柄が多く，次いで生活・学

習面に関すること，家族の支援，心理面となっ

ていた。工藤ら19）によると，養護教諭として大

切にしていることとして，最も多かったことは

「校内連携特に担任との連携を大切にする」

であり，養護教諭が活動を行う場合に担任との

連携が欠かせないことが指摘されていた。本調

査でも，養護教諭が最も重視していると思われ

る体調管理では，緊急時の対応，日常の健康観

察が多くみられた。また，保健室において，養

護教諭が保健指導や相談，処置の場の提供など

の形で直接関わっている様子もうかがえ，日常

的に児童生徒の体調管理について意識をしてい

ることが推察された。慢性疾患を持つ児童生徒

が保健室に来室するのは，特別な処置などが必

要な者以外は病気の特徴をもったものではな

く，風邪などの一般的な来室理由が多いとの報

告もあり2。），自己管理支援の視点からも，今後

さらに保健室環境の充実が求められる。

　平成20年に公布された「学校保健法等の一部

小児保健研究

を改正する法律（学校保健安全法）」の第9条

において，健康の問題に対し養護教諭を中心と

して保健指導を関係教職員の協力の下に実施さ

れるべきことが明確に示されている。今後保

健指導の充実が望まれるとともに，慢性疾患の

ように特別なニーズを持つ児童生徒の保健指導

についても，学校全体での支援体制を整える必

要がある。

3．養護教諭の連携について

1）教職員との連携

　養護教諭は学校内における教職員の共通理解

を図るために，多様な形で教職員へ働きかけて

いることがうかがえる。公式な話し合いの場と

して職員会議や生徒指導部会などの場におい

て，共通理解できるように働きかけている様子

もうかがえた。養護教諭が感じている困難感と

して，【教職員の認識不足】，【養護教諭へ必要

な情報が入ってこない1，【校内の多忙による問

題】を挙げていた。

　堀内ら21）の慢性疾患を持つ児童生徒の支援に

関する調査においても他の教師の意識や多忙が

問題となっている状況が指摘されている。そし

て，すべての養護教諭が学級担任と連絡をとっ

ており，学級担任，養護教諭を中心とした校内

のチームワークの良さが連携の基盤であると述

べている。養護教諭側の姿勢として，保健室

での様子を担任に伝え，ともに観察し指導計画

を立てていくことが必要であるとの指摘もあ

り22），養護教諭が校内において調整や連絡を行

うコーディネーター的な役割が重要と考える。

2）保護者との連携

　養護教諭が家族の支援に関することとして，

学校生活についての情報提供や心理的サポート

として相談や話を聞くといったことが見られ

た。子どもにとって，親や家族は生存と安心の

拠り所であり，病気でストレス状態にある子ど

もは一層その支援が必要となる。慢性疾患を持

つ児童生徒の支援において保護者へのサポート

は大変重要であると考える。また，近年の核家

族化等でケアを担う家族の負担は大きく，その

ような状況の中で学校においても家族全体への

支援も視野に入れていく必要がある。

　本調査で家族との連携において困難なことと
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して，【保護者の病気に関する意識が低い】，【家

庭からの情報が入ってこない】，【学校の体制と

保護者の要望とのずれ】等が見られた。

　保護者から情報が入ってこないこと等につい

ては，保護者を介しての学校と医療機関との連

携の問題があると考えられる。また，学級担任

と養護教諭の間でコミュニケーションがうまく

取れていない場合もあると考える。学級担任の

判断と養護教諭の考え方の食い違いが，家庭

と連携をとるうえでの障害の一つとされてい

た23）。保護者が望む担任と養護教諭の連携は，

情報の共有共通の理解と統一した指導として

いる。学校の中で児童生徒に近く変化に気付き

やすい担任と，専門的な知識を持っている養護

教諭の連携を望んでいた。また，保護者は養護

教諭に相談することを望んでいるにもかかわら

ず，どうやって相談してよいかわからないとい

う事例もあり，　医療的ケアの必要な児童生徒

が充実した学校生活を送るためには，養護教諭

が疾患や状態を常に把握し中心的かつコーディ

ネーター的役割を果たすことが望ましい。しか

し，医療的ケアを取り巻く法的・人的な環境は

まだ整備が完全とは言えず，多くの養護教諭は

知識や技術面，責任問題等から多くの不安を抱

いており，今後法的な整備とゆとりをもった対

応のために養護教諭の複数配置などが必要とさ

れる24）。

3）医療機関，他職種との連携について

　慢性疾患を持つ児童生徒は，疾病やそれに伴

う治療などから，不安や苦痛など心理的問題が

生じやすい状況にあるといえる25）。そのような

児童生徒へ支援するためにはこれらの問題につ

いても認識している必要があるといえる。B市

においては，スクールカウンセラー一・相談員

の派遣を希望する養護教諭は多くt児童生徒を

支援するために心理の専門家と連携を望んでい

た。

　しかし，医療機関，主治医との連携において

感じている困難感として【直接主治医と話すこ

とが難iしい，機会がない】，【主治医の医療的ケ

アに関する要請に応えられない】が挙げられた。

校外との連携においても養護教諭がコーディ

ネーター的な役割を発揮することが望まれる。
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V．まとめと今後の課題

　9割近くの養護教諭が，配慮を必要とする慢

性疾患を持つ児童生徒が在籍していると答え

た。養護教諭は多様なニーズに応じて，日常的

に配慮していく必要性が示唆された。養護教諭

は支援のための体制を整備するとともに，校内

外の連携におけるキーパーソンとして機能する

必要があることが明らかになった。

　養護教諭は，慢性疾患を持つ児童生徒支援の

ために，教職員や保護者，医療機関など関係す

る人々と連携していた。しかし，教職員の間で

も共通理解のための十分な時間が取れないこと

や，直接医療機関や保護者と話ができないと

いった困難も示されていた。医療的ケアに関す

る対応の難しさや，十分ではない保健指導体制

の現状から，教職員の自立支援：のための教育に

おける専門性の向上等，検討していく必要があ

る。山下26）は，医療・教育・家庭の連携において，

特別支援教育では特別支援：コーディネーターの

活躍が期待されているが，今後コーディネー

ターとしての役割を，具体的に実践できるよう

な内容にまで検討することが必要であるとして

いる。そして病弱教育の中のコーディネーター

の役割として，自己管理への支援家族への支

援校内への共通理解への取り組み，教育の充

実や関連機関との連携等を挙げており，コー

ディネーターの役割を単なる「連絡・調整」に

とどめずfその延長にあるサービスの開発と推

進を常に念頭に置くことの重要性について指摘

している。従来から学校保健活動において校内

外のコーディネーター的な役割を果たしてきた

養護教諭にとっても，同様に慢性疾患を持つ児

童生徒に対し，より良い支援のために養護教諭

の連携の具体的な内容について検討していくこ

とが必要と考える。

　今後は今回の実態調査を踏まえ，慢性疾患を

持つ児童生徒の健康の維持・管理やQOLの向

上のために，養護教諭が行っている連携につい

て，その内容や方法，特質について具体的に提

示することは重要であると考え，実践事例を通

して実証的に分析検討していきたい。
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